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●
定
率
減
税
の
見
直
し

平
成
18
年
度
住
民
税
の
定
率
減
税
が
、
２
分
の
１
に
縮
減
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
住
民
税
所
得
割
額
の
７
・
５
％
相
当
額

（
限
度
額
２
万
円
）
に
な
り
ま
す
。

●
老
年
者
控
除
が
廃
止
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
老
年
者
の
方
（
65
歳
以
上
の
方
で
所
得
が
１
０
０
０

万
円
以
下
の
方
）
に
は
48
万
円
の
「
老
年
者
控
除
」
が
あ
り
ま
し

た
が
、
18
年
度
住
民
税
か
ら
廃
止
と
な
り
ま
す
。

●
寡
婦
控
除
・
寡
夫
控
除
が
老
年
者
に
も
適
用
に
な
り
ま
す
。

老
年
者
控
除
の
廃
止
に
あ
わ
せ
、
こ
れ
ま
で
老
年
者
に
は
適
用

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
寡
婦
控
除
・
寡
夫
控
除
が
、
18
年
度
住
民
税

か
ら
老
年
者
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
65
歳
以
上
の
方
の
年
金
所
得
の
計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て
、
平
成
17
年
分
の
公
的
年
金
か
ら
、

年
金
に
対
す
る
所
得
の
計
算
式
が
改
正
に
な
り
ま
す
。

●
非
課
税
措
置
が
見
直
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
住
民
税
で
、
65
歳
以
上
の
方
で
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
適
用
さ
れ
て
い
た
非
課
税
措
置
が
、

平
成
18
年
度
住
民
税
か
ら
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

●
配
偶
者
の
均
等
割
の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

平
成
17
年
度
住
民
税
で
２
分
の
１
に
減
額
さ
れ
て
い
た
均
等
割

が
全
額
課
税
に
な
り
ま
す
。

●
そ
の
他

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
所
得
申
告
の
際
に
社

会
保
険
料
控
除
さ
れ
る
場
合
、
平
成
17
年
分
の
申
告
か
ら
、「
国
民

年
金
保
険
料
の
支
払
を
し
た
旨
を
証
す
る
書
類
」
を
添
付
ま
た
は

提
示
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

◆所得税・贈与税・事業税・住民税の受付は、平成18年３月15日貉までです。
◆個人事業者の消費税・地方消費税の受付は、平成18年３月31日貊までです。

平
成
18
年
度
住
民
税
の
改
正


